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3-4 

■現状と課題 ■５年後の目標

現状値 目標値 

H23 H2９ 

・ 水道については、未普及地域の解消に向け計画的に

整備を進めるとともに、一元管理体制を築くことによ

り、安定的な供給ができるようになりました。一部の

不安定な水源については維持管理の効率性もふまえ

て県水受水への切り替えを進めています。 

・ 下水道については、平成２２年度末における下水道

の整備率は 89．7％に達しましたが、今後もより一

層の生活環境の整備及び下水道処理区域内の水洗化

を促進する必要があります。 

・ 宇陀川流域下水道施設が、平成28年４月に奈良県

から本市へ移管されます。今後とも、維持管理等につ

いて、関係機関と協議・検討しています。

・ 上下水道については、市民生活を支えるライフライ

ンであるため、今後とも日常の利便性の確保とあわ

せ、災害に強く、安心して利用できる施設、設備の整

備・拡充を進めていく必要があります。 

■ 主要施策 ■ 主な事業

（１）安定的な水の確保 

将来の水需要や災害に対応し、安全な水を安定して供給

するため、水道未普及地域の解消、水道施設の耐震整備及

び水源の安定確保に努めます。 

（２）下水道整備事業の推進 

市街化区域内の下水道認可区域の施設整備を計画的に進

めると共に、既設施設の長寿命化を図るため更正、更新事

業を進めます。

■ 市民の役割  ■ 関連計画

上下水道の整備 
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■現状と課題 ■５年後の目標

現状値 目標値 

H23 H2９ 

・ 基本的人権の尊重は、明るく住みよい、誰もが支え

合うまちづくりを進める上で最も重要なものであり、

市民相互の豊かなふれあいの基礎を築くものです。同

和問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等、

社会にはさまざまな人権問題が存在し、解決に向けた

取り組みが進められています。 

・ さらに、疾病や貧困、性的指向などをとりまくさま

ざまな人権問題が考えられ、現実に人権侵害も発生し

ているなど、今後も多くの解決すべき課題が残されて

います。 

・ 人権文化を定着させ、一人ひとりがお互いを認め合

い、支え合い、共に生きるまちづくりが求められてい

ます。 

■ 主要施策 ■ 主な事業

（１）人権啓発・教育の推進 

同和問題の解決、児童虐待等への対策、障がい者福祉の

推進、在日外国人への正しい理解の醸成など、関係機関の

連携のもと、人権尊重と擁護に向けての総合的な取り組み

を推進します。 

関係機関との連携による人権教育、人権尊重のための適

切な情報提供や啓発活動、交流活動等を推進します。 

（２）人権相談・擁護体制の充実 

関係機関・関係団体との連携を深め、身近な人権問題に

関する相談機会や人権擁護体制の充実を図ります。 

■ 市民の役割  ■ 関連計画

◎ 人権学習の促進 

人権問題に関する学習や啓発機会を積極的に活用し、一

人ひとりの人権意識の高揚を図ります。 

誰もが尊重される共生のまちづくり 
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■現状と課題 ■５年後の目標

現状値 目標値 

H23 H2９ 

・ 地方の商業については、郊外の大型店舗への買い物

客の流出や、後継者不足、経営者の高齢化等が進み、

既存の商店街等、まちの中心地における活力低下が課

題となっています。 

・ 「宇陀商工会」が設立され、組織強化が図られまし

たが、長引く景気後退の影響のなか、地域経済の総合

的な発展が急務となっています。 

・ 地場産業である毛皮革産業のブランド化の確立、全

国シェアの９０％を占める鹿皮のＰＲなど、魅力ある

商品の開発と販路拡大に向けた取り組みを進める必

要があります。 

・ 定住促進対策のため、広域的観点からの雇用環境の

創出と整備を図るとともに、新たな企業立地に向けて

関係機関と連携を図っていく必要があります。 

・ 準工業地域への誘致及び工業振興のため、生活環境

や業務の利便性に配慮し、用途地域の変更や緑地面積

率の緩和も考慮する必要があります。 

■ 主要施策 ■ 主な事業

（１）地域商業核としての駅周辺整備 

商業サービス環境の充実とにぎわいの創出を図るため、

近鉄榛原駅周辺の再開発や都市計画道路等の整備を進め、

交通条件を活かした魅力ある商業地の形成を図ります。 

（２）商店街の活性化支援 

既存商店街等において、地域に密着した商業サービスの

充実、各種販売促進イベントの開催、空き店舗の有効活用、

道路・駐車場等の環境の充実等を図ることにより、地元商

業機能の強化・充実を図ります。 

商工業の活性化 



（３）地元事業所活動の促進・支援 

中小企業や地場産業の振興を図るため、経営改善への支

援、商品開発や販路拡大、情報発信への支援等に努めます。 

（４）新たな産業の展開 

新たな企業立地に向けた調査研究など関係機関との連携

を図っていきます。 

農林業や商業、観光業などの地場産業の連携による複合

的な産業の育成を図るとともに、宇陀市の産業振興を具体

的に進める体制を整備する。 

関係機関や近隣市町村との連携による求人、雇用情報の

提供に努めるとともに、広域的な就業環境づくりに努める。 

■ 市民の役割  ■ 関連計画
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■現状と課題 ■５年後の目標

現状値 目標値 

H23 H2９ 

・ 本市には、女人高野として有名な室生寺の数多くの

仏像や建造物に代表されるように、多くの国・県・市

指定の文化財があります。これらの貴重な文化財の保

存や修復、防火・防犯設備の充実等については、計画

的に実施しています。 

・ 郷土の歴史と文化のなかで生まれ、継承されてきた

祭りなどの行事・芸能は、地域の貴重な財産です。し

かし、少子高齢化の影響などで担い手不足となってお

り、その継承が重要課題となっています。 

・ 歴史資源・伝統文化については、観光施策との連携

を図るなど、有効活用することが必要です。 

・ 文化庁から松山地区の重要伝統的建造物群保存地区

選定や宇陀松山城跡の史跡指定を受け、地域住民が協

働・参画しながら、文化財保護と観光的活用をリンク

させた取り組みを行っています。 

・ 地域住民との協働・参画のもと、室生地区全体をフ

ィールドミュージアムとして環境整備を図り、文化・

芸術の薫り高い地域づくりを進めています。 

■ 主要施策 ■ 主な事業

（１）文化財の保護・活用 

地域に伝えられてきた文化財・伝統芸能・美術・祭り・

行事・人物等に関する資源・資料・情報等について、保存・

管理を図るとともに、広報活動を充実し、身近に感じられ

るように活用します。 

埋蔵文化財や郷土資料等の展示活用を図ります。 

（２）伝統文化の継承 

伝統文化を継承していくため、保存会組織や後継者を育

成するとともに、活動を通じて新たな魅力づくりに努め、

観光施策との連携を強化します。 

○

歴史・文化資源の保全と活用 



（３）歴史・文化資源の整備と充実 

史跡や歴史的街なみなど、本市の貴重な歴史・文化資源

の保存整備や住民参加によるまちなみギャラリーの展開な

どにより、個性的で質の高いまちづくりを推進します。 

（３）芸術文化環境の充実 

文化・芸術・教育など、さまざまな分野の事業を進める

とともに、文化・芸術に対する関心や期待の高まりに応え

るため、鑑賞から創作へとつなげていけるような文化・芸

術振興を図ります。 

■ 市民の役割  ■ 関連計画

◎ 芸術文化活動の促進 

文化団体や住民グループ、芸術家等との連携により、地

域の多彩な自然等の資源を活用した芸術・イベントの拡充

を図るとともに、住民の芸術文化活動の活性化を図ります。 
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